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はじめに 
 

埼玉県新座市では、交通不便地域の解消や市中央部の良好なまちづくり

に欠かせないものとして、都市高速鉄道１２号線（都営地下鉄大江戸線）

（以下「１２号線」という。）の延伸実現は長年の悲願であり、新座市、

東京都清瀬市、埼玉県所沢市及び東京都練馬区の各市（区）長及び市（区）

議会議長で構成する「都市高速鉄道１２号線延伸促進協議会」や新座市長

が会長となり、同盟会の趣旨に賛同する市議会議員、町内会長、市内関係

団体の代表者などで構成する「都市高速鉄道１２号線延伸促進期成同盟会」

を中心に延伸促進活動を進めてきましたが、市において平成２６年４月に

設置した１２号線延伸実現に向けた専門部署である「地下鉄１２号線延伸

促進室」や１２号線延伸に関して、市としての方向性を定めるべき事項の

意思決定を行う「地下鉄１２号線延伸促進本部」、市議会の「都市高速鉄

道１２号線特別委員会」を加えたオール新座体制を築き、今までよりも強

力に練馬区の光が丘から新座市及びＪＲ武蔵野線方面への延伸促進活動

を現在進めています。 

 また、新座市民の１２号線延伸実現への思いについては、昨年、地元選

出の衆議院議員、県議会議員などを来賓に迎え、「都市高速鉄道１２号線

延伸促進期成同盟会」が主催する「新座市地下鉄１２号線延伸促進大会」

を開催したところ、会場を埋めつくす約１，０００人の方が集まり、満場

一致の拍手のもと「大会宣言」が承認されるなど、改めて市民の関心の高

さや熱い思いを実感することができました（参考１及び２）。 

 １２号線を始め、鉄道の整備については、国土交通大臣の諮問機関であ

る交通政策審議会（旧 運輸政策審議会）が１５年に１回程度示す答申に

応じて計画されることとなっており、次期答申が平成２７年度に予定され

ていることから、正に今が勝負の時です。 

この度、延伸促進活動の一環として策定した「都市高速鉄道１２号線の

延伸実現に係る新駅周辺地区におけるまちづくり構想」は、上述のとおり、

みんなが望む１２号線の延伸実現に向け、先導的な役割を担うよう策定し

た構想です。 
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１２号線の延伸及び新たなまちづくりの実現に向け、オール新座・チー

ム新座体制で今まで以上に市民・市議会・市が連携・協力し、１２号線の

延伸実現を勝ち取りましょう。 

 

 

参考１ 新座市地下鉄１２号線延伸促進大会の様子 



- 4 - 

  

【大会宣言】 

 

 地下鉄１２号線（都営大江戸線）の新座市内への延伸は、私たちのかね

てからの願いである。 

平成１２年の運輸政策審議会の答申では、大泉学園町から武蔵野線方面

が「今後整備について検討すべき路線」として位置付けられた。そこで、

課題とされた東京方面からの鉄道需要の確保等に対応するため、我が新座

市では、現在、市中央部への延伸を想定したまちづくり構想の策定を着々

と進めている。市中央部は、関越自動車道との連携によって広域圏におけ

る交通や防災の拠点となり得る地域でもあり、延伸の効果は新座市のみな

らず、東京都を始め、首都圏全体に大きく寄与するものと確信している。 

本日、この「新座市地下鉄１２号線延伸促進大会」において、新座市民

の思いを一つに結集し、地下鉄１２号線の新座市内への延伸に向けて、市

を挙げて全力で取り組むことを、ここに誓う。 

以上、宣言する。 

 

平成２６年７月５日 

新座市地下鉄１２号線延伸促進大会 

参考２ 大会宣言 
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第１章 まちづくり構想の背景、目的及び全体構成 
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１－⑴ まちづくり構想の背景及び目的 

新座市は、埼玉県の最南端に在り、東京都心から約２５キロメートル圏

に位置し、東西約７キロメートル、南北約８キロメートル、面積約 

２２．８０平方キロメートルを有している。東は埼玉県朝霞市に接し、南

は東京都練馬区、西東京市及び東久留米市、西は埼玉県所沢市及び東京都

清瀬市、北は埼玉県志木市及び入間郡三芳町に接している（図１）。 

 

 

図１ 新座市の位置 

 

また、新座市周辺において整備されている鉄道路線の間隔は、おおむね

一定の間隔で整備されているが、新座市の北部と南部を通る東武東上線、

西武池袋線の間隔が他の路線間隔に比べ若干広いことから（ＪＲ埼京線及

び東武東上線の間隔は間に荒川があるため広くなっている。）、市中央部は

鉄道不便地域となっている（図２）。 
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図２ 新座市周辺の鉄道路線 

 

このことから、新座市は、北部と南部を通る東武東上線、西武池袋線の

駅周辺などを中心に市街化が進んだのに対し、鉄道不便地域となっている

市中央部は、現在も大部分が市街化調整区域として区分されている。また、

この地域は都心に比較的近いという立地であるため、単発的な開発行為が

行われるなど、武蔵野の面影を色濃く残す雑木林などの自然環境や、平林

寺や野火止用水などの恵まれた歴史的文化資産が残っているにもかかわ

らず、計画性を欠いた土地利用が一部で見受けられる（図３）。 

新宿から
半径30km

新宿から
半径20km

JR中央線

西武新宿線

西武池袋線

東武東上線

荒川

JR埼京線
JR京浜東北線

JR武蔵野線

都営大江戸線

鉄道不便地域

※略図 
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図３ 新座市の都市計画 

 

このような課題を踏まえ、平成２３年度から平成３２年度までを計画期

間とする第４次新座市基本構想総合振興計画（以下「第４次基本構想」と

いう。）では、市域全体において自然環境の保全と都市機能の充実をバラ

ンスよく計画的に進め、「田舎」の心地よさと「都会」の利便性を兼ね備

えた“理想のまち”を目指すこととしている。この“理想のまち”とは、

市街化調整区域

西武池袋線
ひばりヶ丘駅

西武池袋線
清瀬駅

東武東上線
志木駅

市街化区域

※新座都市計画図一部加筆 
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「人々が暮らし、営み、学ぶ、普段の生活の身近なところに雑木林や畑が

残されていて、その安らぎの中で充実した生活を送ることができる快適な

都市」であり、市中央部は、その都市特性から見て、“理想のまち”に必

要な「田舎」の心地よさを実現するポテンシャルを十分に備えているとい

える。 

そして、市中央部において「都会」の利便性を創出する上では、市民の

多くが望む１２号線の延伸が重要な要素であり、鉄道整備と新たなまちづ

くりを一体的に進めていくことが最も有効であるといえる（図４）。 

 

 

図４ 平成２５年市民意識調査の結果１ 

 

なお、１２号線の延伸については、平成１２年に当時の運輸大臣の諮問

機関である運輸政策審議会が示した「運輸政策審議会答申第１８号」にお

いて、「光が丘から大泉学園町の区間」が「目標年次（平成２７年）まで

に整備着手することが適当である路線（Ａ２路線）」、「大泉学園町から武

蔵野線方面」が「今後整備について検討すべき方向（Ｂ路線）」と位置付

けられている（図５）。 

総数
2,918人

ぜひ延伸してほしい
46.1%

できれば延伸してほしい
24.2%

どちらともいえない
18.5%

延伸する必要はない
9.5%

無回答
1.8%

※調査対象 6,000人（新座市に居住する20歳以上の市民から無作為抽出）

問 あなたは、大江戸線を延伸することについて、どう思いますか。
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図５ 運輸政策審議会答申第１８号による位置付け 

 

この新たなまちづくりについては、第４次基本構想においても、長期的

な展望として目指すべき都市の構造（将来都市構造）を示す中で、１２号

線の延伸区間に想定する新駅を中心とした地域（以下「延伸地域」という。）

を「新都市拠点」として位置付けている（図６）。 

既存の都市拠点にはない、先導的なモデルを備えた「新都市拠点」が整

備されることで、まちの新陳代謝による既存の都市拠点の機能更新が図ら

れ、連鎖的にまちが成長し地域が活性化することから、市の持続的な成長

が期待できるとともに、地方分権の進展により主体的なまちづくりが求め

られる中、健全な行財政運営を行うための安定的な財源の確保も期待でき

る。 

このような背景から、市中央部が将来的には本市の新たな都市拠点とな

ることを目指して、「延伸地域の都市特性」と「１２号線の延伸」をテー

マとし、延伸地域において鉄道整備と一体的に行う「新たなまちづくり」

を構想することとした。 
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※略図 
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図６ 新座市の将来都市構造 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第４次新座市基本構想総合振興計画 

Ｐ２８から抜粋（一部加筆） 
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第２章（２－⑴） 

第２章（２－⑶） 

第３章 

第４章 

第２章（２－⑵） 

第１章 

１－⑵ まちづくり構想の全体構成 

まちづくり構想は、１－⑴で示した内容に基づき、図７のフローに従っ

て策定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ まちづくり構想の全体構成フロー 

① 東京圏における今後の都市鉄道のあり方 

① 新たな課題の抽出 

① 土地利用の現状 

② 交通利便性の向上 

③ 地理的優位性 

④ 自然環境や歴史的文化資産の存在 「東京圏における鉄軌道整備の現状把握と

今後の方向性の検討に関する調査」の課題 

（平成２４年度 国土交通省鉄道局） 

まちづくりの方向性・コンセプト 

まちづくり構想 

まとめ及び今後の課題 

まちづくり構想の背景及び目的 

まちづくり構想の全体構成 

「運輸政策審議会答申第１８号」の課題 

① 東京圏全体の鉄道に関する課題 

② １２号線に関する課題 

「延伸地域の都市特性」と「１２号線の延伸」の融合により新たに創出される都市機能の考察 

次期交通政策審議会答申に向けた審議課題 

戦略・施策・土地利用 

延伸地域の都市特性及びまちづくりの課題の整理 
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第２章 延伸地域におけるまちづくりの課題及び 

まちづくりで創出される新たな都市機能の考察 
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２－⑴ 延伸地域の都市特性及びまちづくりの課題 

延伸地域の都市特性及びまちづくりの課題について、次のとおり整理し

た。 

 

① 土地利用の現状 

新座市は、北部と南部を通る東武東上線、西武池袋線の駅周辺を中

心に市街化が進んできた背景があり、延伸地域が存在する市の中央部

では市街化調整区域が広範囲に広がっており、新たなまちづくりの余

地が多く残されている（図８）。 

 

 

図８ 延伸地域の土地利用 

 

② 交通利便性の向上 

新座市民が利用する鉄道路線としては、東武東上線、西武池袋線及

びＪＲ武蔵野線があるが、東武東上線及び西武池袋線は市の南北端に

延伸地域 

※H17 都市計画基礎調査結果一部加筆 
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位置し、また、市中央部を東西方向に横断するＪＲ武蔵野線は首都圏

の環状線という性格があることから、延伸地域が存在する市中央部と

東京方面を直接結ぶ鉄道の整備は、市の長年の課題となっている。 

また、周辺郊外部から東京都心部に向かう通過車両などで周辺道路

は渋滞し、バス交通に支障を来すなど、鉄道利用の阻害要因ともなっ

ているため、交通利便性の向上が課題である（図９）。 

 

 

図９ 延伸地域周辺の鉄道路線 

 

③ 地理的優位性 

延伸地域は古い年代に形成され、強固な洪積台地である武蔵野台地

上に位置し、海や氾濫のおそれのある河川の影響を受けにくい位置に

あるため、地震や水害などの災害に比較的強いという地理的優位性を

有している（図１０）。 

また、延伸地域は、関越自動車道と近接していることから、スマー

トインターチェンジの設置により広域交通網に組み込むことができ

る場所でもある（図１１）。 

東所沢

成増
新秋津

和光市

ひばりケ丘

新座

北朝霞

光が丘

東武東上線ＪＲ武蔵野線

西武池袋線

都営大江戸線

清瀬

延伸地域

志木

※略図 
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図１０ 延伸地域の地理的優位性 

 

延伸地域 

※河川はん濫実績では、黒目川の河川改
修前である昭和33年9月狩野川台風と昭
和41年6月台風第4号により黒目川がはん
濫して浸水した範囲を示しています（一部、
平成3年台風第18号の浸水域を含みま
す。）。

延伸地域 

※新座市洪水ハザードマップ一部加筆 

※新座市地震ハザードマップ一部加筆 

液状化の
可能性

高

低

※50mメッシュで評価

黒目川 

黒目川 
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図１１ 延伸地域周辺のインターチェンジ配置 

 

④ 自然環境や歴史的文化資産の存在 

延伸地域及びその周辺には、東京都心から比較的近くにありながら、

武蔵野の面影を色濃く残す雑木林などの自然環境や、平林寺や野火止

用水などの恵まれた歴史的文化資産があり、人々がゆとりや癒しを感

じることができる貴重な場所となっている（図１２）。 

 

約9km

約4.5km

約4.5km

練馬ＩＣ

所沢ＩＣ

関越自動車
第一次特定緊急輸送道路（県指定）

＜参考＞

各国のインターチェンジ間隔
（スマートICを除く）

アメリカ 5km
ドイツ 7km
イギリス 4km
日本 10km

延伸地域 
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図１２ 延伸地域周辺のみどころ 

 

以上のように、延伸地域は、地震や水害などの災害の影響を受けにくい

ことから安心して暮らすことができる場所となる可能性を大いに秘めて

いるが、鉄道不便地域であることが一因となって土地の有効活用が図られ

ていない。 

そのため、新座市都市計画マスタープラン（見直し）の土地利用構想で

は、延伸地域は「有効活用検討地」として位置付けており、基本理念であ

る「みずとみどりに恵まれた心地よいまち」を目標に新しくまちづくりを

行う地区としている（図１３）。 

また、１２号線の延伸と併せ、既存環境に留意し、良好な農地や樹林な

どの保全を図りつつ、環境重視型の計画的な整備を行うことを課題として

いる。 

  

延伸地域 

※新座まちなか観光案内マップ一部加筆 
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図１３ 新座市の土地利用構想 

延伸地域 

※新座市都市計画マスタープラン（見直し） 

Ｐ２３から抜粋（一部加筆） 
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２－⑵ 鉄道整備に関して国などが掲げた課題 

２－⑵－ア 「運輸政策審議会答申第１８号」の課題 

国土交通省における鉄道の整備計画は、おおむね１５年ごとに行われ

る国土交通大臣の諮問機関である交通政策審議会からの答申に基づき

策定されるため、１２号線の延伸の実現に当たっては、この答申に整備

路線として位置付けられることが重要である（図１４）。 

 

 
図１４ 新座市が目指す次期答申での位置付け 

 

平成１２年に当時の運輸大臣の諮問機関である運輸政策審議会が示

した「運輸政策審議会答申第１８号」（以下「１８号答申」という。）で

は、計画の目標年次を平成２７年とし、東京圏の鉄道について今後対応

しなければならない基本的な課題を整理するとともに、個別の路線の整

備計画が位置付けられている。その中で１２号線については、「光が丘

から大泉学園町の区間」が「目標年次までに整備着手することが適当で

ある路線（Ａ２路線）」、「大泉学園町から武蔵野線方面」が「今後整備

について検討すべき路線（Ｂ路線）」と位置付けられ、また、Ｂ路線と

しての位置付けの理由については「鉄道不便地域の解消の効果が期待さ

れるが、現時点では輸送需要が十分でなく、今後の沿線開発による輸送

需要の動向などを見つつ整備を検討する必要があること」とされた（図

１５）。 

月
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武
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この区間が、一体的に「整備すべき路線」と
して位置付けられることを目指す

※略図 
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基本的な課題（全体） １２号線に関する課題 

① 混雑の緩和 

② 速達性の向上 

③ 都市構造・機能の再編整備などへの対応 

④ 空港、新幹線などへのアクセス機能の強化 

⑤ 交通サービスのバリアフリー化、シームレス化

（※）などの推進 

 大泉学園町以西の延伸については、

鉄道不便地域の解消の効果が期待さ

れるが、現時点では輸送需要が十分で

はなく、今後の沿線開発による輸送需

要の動向などを見つつ整備を検討する

必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ シームレス化 

公共交通におけるシームレス化とは、鉄道相互間や鉄道と他の交通機関との間の接続や乗り

継ぎの円滑化を図るため、交通機関相互の乗り継ぎに係る「継ぎ目」をソフト、ハードの両面

にわたって解消し、出発地から目的地までの移動を全体として円滑かつ利便性の高いものにす

ることである。 

 

図１５ 運輸政策審議会答申第１８号 

※運輸政策審議会答申第１８号から抜粋 
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２－⑵－イ 「東京圏における鉄軌道整備の現状把握と今後の方向性

の検討に関する調査」の課題 

２－⑵－アで示した１８号答申に関連して、「同答申で掲げられた課

題の達成状況の把握」や「答申以降の社会経済の変化からみた新たな課

題の抽出」を目的として、「東京圏における鉄軌道整備の現状把握と今

後の方向性の検討に関する調査」が国土交通省鉄道局により実施され、

その結果が平成２４年３月に報告書として示された。 

当該調査においては新たな課題の抽出に当たり、最近の社会的動向や

取り巻く環境の変化を基に、以下の６つの視点が基本に据えられた。 

 

 【新たな課題抽出のための６つの視点】 

  ①社会経済状況の変化 

  ②国際競争の激化 

  ③東京圏の都市構造の変化 

  ④公共交通の維持発展への期待の高まり 

  ⑤災害に強い鉄軌道への期待の高まり 

  ⑥鉄道整備制度充実への期待の高まり 

 

上記の６つの視点それぞれについて課題例が示されたが、内容が多岐

にわたるため、まちづくり構想と関連するものを以下に示す。 

 

「①社会経済状況の変化」について例示された課題の１つとして「地

球温暖化」を切り口としたものがあり、具体例として、「モーダルシフ

ト（※）の促進」や「省エネルギー及び新エネルギーに対応した鉄軌道」

が挙げられている。 

 

※ モーダルシフト 

貨物輸送を環境負荷の小さい鉄道・海運利用へと転換すること。 

 

「③東京圏の都市構造の変化」については、「都市部への都市機能の

集中」と「郊外地域の活力低下」を切り口とした課題が例示されている。

１８号答申では分散型ネットワーク構造が目標とされたが、その後の東
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京都心部における規制緩和（容積率の緩和など）による都市再生の促進

から都心回帰が進行し、都市部と郊外地域における機能分担が適正に図

られなかったことから、このような課題が発生したと考えられる。「郊

外地域の活力の低下」を切り口とした課題の一例としては「地域に点在

する観光資源への交通アクセス（鉄軌道、バス、タクシーなど）の適切

な連携」が示されている。 

 

「⑤災害に強い鉄軌道への期待の高まり」については「大地震・台風・

テロなど不測事態への備え」を切り口としたものがあり、具体例として

「リダンダンシー（※）確保の観点からの鉄軌道機能の充実」が挙げら

れている。 

 

※ リダンダンシー 

自然災害などの発生時に、一部区間の途絶や一部施設の破壊が全体の機能不全につながらないよ

うに、あらかじめ交通網やライフライン施設を多重化するか、予備の手段を用意している状態を示

す。 
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２－⑵－ウ 次期交通政策審議会答申に向けた審議課題 

平成２６年４月１８日に国土交通大臣から交通政策審議会に諮問が

なされた。また、本審議会の陸上交通分科会鉄道部会が平成２６年５月

７日に国土交通省において開催され、本審議会次期答申に向けた東京圏

における今後の鉄道のあり方についての主な検討の視点（案）などが示

された（図１６及び１７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１６ 交通政策審議会への諮問 

※一部加筆 



- 28 - 

  

 

図１７ 主な検討の視点 

 

このように諮問理由や主な検討の視点から次期交通政策審議会答申

に向けた審議課題として、「少子高齢化・人口減少への対応」、「災害等

のリスクへの対応」及び「外国人旅行者の増加・観光立国への対応」な

どが想定される。 

国では、平成１５年４月から「ビジット・ジャパン・キャンペーン」

を開始し、平成１９年１月の「観光立国推進基本法」の施行及び平成 

※一部加筆 
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１９年６月の「観光立国推進基本計画」の策定などを契機とした取組を

推進している。 

また、新座市では、地域再生計画「観光都市にいざ・雑木林とせせら

ぎのあるまちづくり」が、平成１６年６月に国の認定を受け、観光都市

づくりを推進していることから、「外国人観光客の増加・観光立国への

対応」については、今後まちづくりを構想する上で、特に留意する必要

があると考える。 
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２－⑶ 延伸地域の都市特性と鉄道整備の融合により創出される都市機

能の考察 

２－⑴では、延伸地域の都市特性及びまちづくりの課題を、２－⑵では、

鉄道整備に関して国などが掲げた課題を明らかにした。 

ここでは、これらの内容を踏まえ、「延伸地域の都市特性」と「１２号

線の延伸」の融合により、新たに創出される都市機能について考察する。 

延伸地域の都市特性を整理すると次のＡからＥの５項目となる。 

 

（延伸地域の都市特性） 

Ａ 東京都心部に比較的近い 

Ｂ 災害に強い 

Ｃ 自然や歴史的文化資産が豊富 

Ｄ 関越自動車道に近接 

Ｅ 様々な用途に活用可能な土地が多く存在 

 

 「これら５項目の都市特性の一つ又は複数」と「１２号線の延伸」を融

合したことにより創出される「新たな都市機能」は以下のとおりである。 

 

（新たな都市機能） 

⒜ 自然の中で安心して暮らせる交通利便性が高い居住拠点 

延伸地域は、東京都心部に比較的近く、災害に強いという地理的

優位性を有しており、また、自然や歴史的文化資産が豊富にあるた

め、１２号線が延伸されれば、都心で働く人々にとって職住近接で、

質の高い居住拠点が形成される。 

さらに、延伸地域には様々な用途に活用可能な土地が多く存在し

ていることから、この居住拠点の形成に必要な施設を整備すること

ができる。 

（関連する融合要素：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｅ及び１２号線の延伸） 

 

⒝ 広域における防災活動拠点の形成 

「東京都心部につながる１２号線」と「北関東方面につながる関

越自動車道」を接続するスマートインターチェンジを設けることで、
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「東京都心部⇔１２号線⇔延伸地域⇔関越自動車道⇔北関東方面」

を範囲とした緊急輸送網を形成することができる。 

また、地盤が強い延伸地域の新駅付近に「備蓄倉庫」を整備すれ

ば、東京都心や北関東方面の被災地に物資を供給することが可能と

なる。さらに、延伸地域の近傍には、陸上自衛隊朝霞駐屯地や埼玉

県新座防災基地といった災害時における救援活動や復旧活動の要

となる施設が立地していることから、これらとの連携による防災性

の向上も期待できる。 

加えて、延伸地域を含む周辺地域において不足している「第三次

救急医療機関」を整備することで、平常時のみならず災害時におい

ても有効に機能する医療拠点が創出される。 

（関連する融合要素：Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ及び１２号線の延伸） 

 

⒞ 広域交通網の形成 

東京都心部と北関東方面を結ぶ関越自動車道は、上り路線は新座

料金所付近から渋滞することが多い。そのため、新駅付近に大型駐

車場を整備し、⒝で述べたスマートインターチェンジと組み合わせ

てパークアンドライドシステムを構築することで、北関東方面から

東京都心部への速達性が向上するとともに、渋滞緩和によって排気

ガスによる二酸化炭素排出量が削減される。 

また、パークアンドライド（※）の利用者による１２号線の輸送

需要の増加も見込むことができる。さらには、東京圏と各方面をつ

なぐ高速バスなどの発着点としての利用も期待される。 

（関連する融合要素：Ｄ、Ｅ及び１２号線の延伸） 

 

※ パークアンドライド 

   自家用車等で駅まで行き、車を停車させた後、鉄道を利用して都心部の目的地に向かうシステム 

 

⒟ 新たな観光拠点の形成 

延伸地域周辺には、平林寺、野火止用水、妙音沢及び黒目川など

の新座市を代表する観光資源が点在していることから、これらを繋

ぐ散策路を整備することで、安全に歩いて楽しめる新たなウォーキ
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ングルートを創出（体の健康づくり）することができる。 

また、来訪者を迎え入れるための大規模公園及び観光拠点施設を

整備するとともに、既存施設なども利用し、体験型プログラムを提

供（心の健康づくり）することで、新座市のフィールドミュージア

ム（※）を強化することができる。 

このような新座市を訪れたくなる環境づくりにより、繰返し新座

市を訪れるリピーターを増加させることで、１２号線の輸送需要の

増加を期待できる。 

（関連する融合要素：Ｃ及び１２号線の延伸） 

 

※ フィールドミュージアム 

自然資源、歴史的文化資産、産業資源などを活用し、点在する地域資源を線でつなぎ、地域全

体を博物館としてとらえる考え方 

 

⒠ 東京都心部での用地確保が困難な施設の立地 

現在、１２号線の車両基地は、木場（清澄白河駅付近）と高松（光

が丘駅付近）に設けられているが、１２号線の延伸による車両の増

備に伴って、新たな車両基地の設置が必要になると考えられる。都

心部から比較的近くに位置し、かつ広大な用地が必要となる車両基

地を整備するには、市街化されていない延伸地域が立地に適してい

る。 

また、延伸地域では、地上に車両基地を整備することが可能であ

る。 

（関連する融合要素：Ａ、Ｅ及び１２号線の延伸） 
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第３章 まちづくり構想の検討 
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３－⑴ まちづくりの方向性 

前章に掲げた課題や新座市民が望むまちなどを踏まえ、目指すべきまち

づくりの方向性を検討したところ、３つのキーワードが見えてきた。１つ

目は「住んでよしのまちづくり」、２つ目は「訪れてよしのまちづくり」、

３つ目は「安全・安心なまちづくり」である。 

このことから、今回構想するまちは、「快適都市」、「観光都市」及び「防

災都市」を兼ね備えた複合都市を構想することとした（図１８及び１９）。 

 

 
図１８ 平成２５年市民意識調査の結果２ 

 

 
図１９ まちづくりの方向性 

問 これからの新座市はどのようなまちになっていけばよいと思いますか。

１ 自然環境との調和がとれたまち
２ ひとにやさしい福祉を重視したまち
３ 田舎のたたずまいと都会の利便性のあるまち
４ 道路など都市の基盤が整ったまち
５ 教育環境の充実したまち
６ 商店街が便利でにぎわいのあるまち
７ 快適な住宅地が広がるまち

住んでよしのまちづくり

訪れてよしのまちづくり 安全・安心なまちづくり

Keyword１

Keyword２ Keyword３

※上位７つを抜粋 
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３－⑵ まちづくりのコンセプト 

前項のまちづくりの方向性を踏まえ、まちづくりのコンセプトを以下の

とおり３つ定めた（図２０）。 

 

 
図２０ まちづくりのコンセプト 

 

①のコンセプトでは、生活をより豊かにする複合機能を導入するととも

に、新しく生まれたまちやコミュニティが時間の経過と共に劣化するので

はなく、その価値を高め成熟し、誰もがこの場所に住み続けたいと思える、

誇れるまちを目指すものである。 

②のコンセプトでは、延伸地域周辺には、武蔵野の面影や自然、歴史を

満喫できる施設やエリアが点在していることから、これらが有機的に連携

できるよう回遊性を高め、誰もが気軽にウォーキングや体験型プログラム

を楽しめるまちを目指すものである。 

③のコンセプトでは、延伸地域は古い年代に形成され、強固な洪積台地

である武蔵野台地上に位置し、海や氾濫のおそれのある河川の影響を受け

にくい位置にあるため、地震や水害などの災害に強いという地理的優位性

を有する。また、延伸地域は関越自動車道と近接していることから、スマ

ートインターチェンジの設置により、「東京都心部につながる１２号線」

と「北関東方面につながる関越自動車道」を連携させたネットワークを形

① 誰もが住みやすいと感じる、「快適都市」の創造
～コンパクトに、いきいきと暮らせる、「住んでよし」のまち～

③ 広域的な防災活動拠点となる、「防災都市」の創造
～１２号線と関越自動車道をいかした、命を守る「安全・安心」なまち～

② 歴史・緑・水と触れ合う、「観光都市」の創造
～体験を通して歴史・自然を満喫できる、「訪れてよし」のまち～
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成することができる。これらの特性をいかし、災害時には延伸地域だけで

なく、東京都心部、多摩北部、埼玉県南部などを含めた広域において、命

を守るまちを目指すものである。 
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３－⑶ 新駅の設置位置 

 １２号線の延伸実現に伴う新駅（以下「（仮称）新座中央駅」という。）

の設置位置については、各駅の利用範囲を半径１．２キロメートル、徒歩

で約１５分（※）圏内と考え、ＪＲ武蔵野線の新座駅、１２号線の（仮称）

大泉学園町駅の利用範囲とのバランスを考慮し、馬場地区に設置すること

を想定した（図２１）。 

 

※ 徒歩時間の算出方法 

   徒歩による所要時間は、不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第１０条第１項第１０号に

規定に基づき、道路距離８０メートルにつき１分間を要するものとして算出した（１分未満の端数

が生じたときは、１分として算出した。）。 

 

 

図２１ （仮称）新座中央駅の設置位置 

  

志木駅

関越自動車道

光が丘駅

ひばりヶ丘駅

駅を中心に
半径1.2km

駅を中心に
半径1.2km

駅を中心に
半径1.2km

（仮称）大泉学園町駅

（仮称）新座中央駅

新座駅

新宿から
半径20km

新宿から
半径30km
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３－⑷ まちづくり構想区域と検討区域 

まちづくり構想区域は、（仮称）新座中央駅を中心としたまちづくりを

検討する区域であり、駅を中心に半径６００ｍ圏内（徒歩で約７～８分）

を誰もが負担なく、歩いて暮らせる目安と考えるとともに、既存の都市計

画（区域区分等）及び地形地物などを考慮し、北は畑中公民館通り、西は

都市計画道路東久留米志木線、南は関越自動車道、東は都市計画道路保谷

朝霞線に囲まれた約９０ヘクタールとした（図２２）。 

 

 

図２２ まちづくり構想区域 

 

なお、まちづくり構想区域については、今後の社会情勢の変化などによ

り、区域変更の必要性が生じた場合、まちづくり検討区域内において、再

度区域の設定を検討する（図２３）。 

 

駅を中心に
半径600m圏内

保谷朝霞線

東久留米志木線

保谷志木線

関越自動車道

産業道路

畑中公民館通り

黒目川

（仮称）新座中央駅

水道道路

市街化調整区域

市街化区域

平林寺近郊緑地特別保全地区

まちづくり構想区域
約90ha
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図２３ まちづくり構想区域と検討区域 

  

産業道路

保谷朝霞線

東久留米志木線

保谷志木線

関越自動車道

畑中公民館通り

黒目川

（仮称）新座中央駅

まちづくり検討区域
約350ha

まちづくり構想区域
約90ha

水道道路
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３－⑸ 想定延伸ルートと構造 

想定延伸ルートについては、ルート①と既存道路用地を活用したルート

②の比較検討を行った。その結果、ルート②については、ルートの大半を

既存道路用地が占めることから、ルート①に比べ用地取得の面では優れて

いるものの、走行距離が長く、一部区間（新座総合技術高校付近）で急カ

ーブによる減速を要するため、走行時間が多く掛かることが分かった。 

また、事業費については、一般的に走行距離の長さに比例して事業費が

上昇するが、ルート②の用地取得の優位性を考慮しても、走行距離が短い

ルート①の方が事業費を安価にできることが分かった。 

そこで、想定延伸ルートについては、上記の点を踏まえ、ルート①を想

定することとした。 

また、構造については、全線地下構造と一部区間を高架構造とする二つ

の方法が考えられるが、高架構造については、地下構造に比べ事業費が安

価であるものの、高架脇の側道整備など鉄道整備以外の事業費負担が生じ

ることや、騒音・日照等の環境面の影響、景観上の問題も懸念されること

から、全線地下構造を想定することとした（図２４）。 

 

 

図２４ 想定延伸ルートと構造 

ルート② 全線地下構造
走行距離・時間 約2.9km 約4.4分

ルート① 全線地下構造
走行距離・時間 約2.6km 約3.9分

産業道路

関越自動車道

水道道路 市場坂通り

（仮
称
）大
泉
学
園
町
駅

大泉学園通り

妙音沢
まちづくり構想区域

約90ha

保谷朝霞線

保谷志木線

畑中公民館通り

黒目川

東久留米志木線

（仮称）新座中央駅
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３－⑹ コンセプト実現のための戦略及び施策 

 ３－⑵の記述を踏まえ、これらコンセプト実現のための戦略を以下のと

おり４つ定めた（図２５）。 

 「戦略１ 住み続けたくなる住環境の整備」と「戦略２ 拠点性を高め

る道路ネットワークの構築」により、住んでよしのまちづくり（快適都市）

を実現、「戦略３ 点在する観光資源との連携強化」により、訪れてよし

のまちづくり（観光都市）を実現、「戦略４ 安全・安心な防災ネットワ

ークの構築」により、安全・安心なまちづくり（防災都市）を実現する。 

 なお、各戦略の施策については、次項以降に示す。 

 

 

図２５ コンセプト実現のための４つの戦略 

  

住み続けたくなる住環境の整備

拠点性を高める道路ネットワークの構築

点在する観光資源との連携強化

安全・安心な防災ネットワークの構築

戦略１

戦略２

戦略３

戦略４

快適都市
の実現

観光都市
の実現

防災都市
の実現
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３－⑹－ア 戦略１におけるまちづくりの施策 

「戦略１ 住み続けたくなる住環境の整備」を実現するためのまちづ

くりの施策を以下のとおり、６つ定めた（図２６）。 

 

 

図２６ 戦略１におけるまちづくりの施策 

 

  「①生活を豊かにする複合機能の導入」においては、駅を中心に、公

園・緑地、観光・交流、住宅、医療、広域交通、商業・業務、文化・教

育といった複合機能を導入することで、住んでいる人が主役となる、持

続可能なまちを形成する（図２７）。 

 

 
図２７ 複合機能相互関係 

商業
業務

医療

住宅
駅

広域
交通

文化
教育

公園
緑地

生涯学習・
地域活動の場 憩いの場

賑わいのある
まちの創出

安心できる
住環境の創出

広域的アクセス
の確保

広域的アクセス
の確保

観光
交流

コミュニティ
形成の場
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なお、各機能の配置については、まちづくり構想区域内の中央部が斜

面地（林）となっている特徴的な地勢や現況の土地利用などを考慮し、

これら各機能を落とし込むゾーン配置を以下のとおり定めた（図２８、

２９及び３０）。 

 

 
図２８ まちづくり構想区域の地勢 

 

 

図２９ 現況の土地利用 

平林寺
睡足軒

保谷朝霞線

保谷志木線

産業道路

黒目川

野火止用水

関越自動車道

水道道路

東久留米志木線

まちづくり構想区域
約90ha

畑中公民館通り

保谷朝霞線
東久留米志木線

保谷志木線

関越自動車道

産業道路

畑中公民館通り

黒目川

（仮称）新座中央駅

まちづくり構想区域
約90ha

物流施設

住宅群

福祉施設

ゴルフ練習場

県営住宅

中学校

水道道路
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図３０ ゾーン配置 

  

駅を中心に
半径600m圏内

医療ゾーン

観光・交流ゾーン

広域交通ゾーン

住宅ゾーン

保谷朝霞線

東久留米志木線

保谷志木線

関越自動車道

産業道路

水道道路

畑中公民館通り

黒目川

（仮称）新座中央駅

まちづくり構想区域
約90ha

ゾーン 想定される施設等 

公 園 ・ 緑 地 ゾ ー ン 公園 等 

観 光 ・ 交 流 ゾ ー ン 観光・交流施設（道の駅）及び農地 

住 宅 ゾ ー ン 住宅施設 等 

医 療 ゾ ー ン 医療施設 等 

広 域 交 通 ゾ ー ン スマートインターチェンジ 

商 業 ・ 業 務 ゾ ー ン 商業・業務施設 等 

文 化 ・ 教 育 ゾ ー ン 教育施設（大学） 等 
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「②まちのブランド力を高める良好な住環境・景観整備」においては、

まちづくり構想区域内にある既存の戸建住宅群の住環境の悪化（圧迫感、

日影等）に配慮し、新設する建築物などについては、戸建住宅群から段

階的なスカイラインが形成されるよう高さを誘導するとともに、新座市

景観条例及び新座市景観計画に基づき、統一感のあるまちなみを形成す

るため、外壁などの色彩を統一する（図３１）。 

 

 
図３１ 住環境・景観整備１ 

 

また、平林寺から黒目川・妙音沢まで緑が連続するよう、街路及び住

宅地の沿道側に積極的な緑化を行い、緑の連続性を確保することで、田

舎の心地よさを演出し、まちのブランド力を向上させる（図３２）。 

なお、黒目川については平成２４年度から、埼玉県において「黒目川

まるごと再生プロジェクト」として川の再生事業を行っており、平成 

２７年度に当該再生事業を完了する予定である。 

商業・業務施設

（仮称）新座中央駅

黒目川

保谷朝霞線

東久留米志木線

段階的なスカイラインの形成

水道道路

平林寺

医療施設
商業・業務施設

住宅

教育施設

保谷志木線

戸建住宅群
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図３２ 住環境・景観整備２ 

 

「③まちづくりと連動した防犯対策」において、住宅ゾーン内の街区

は人通りがあり、暗がりや死角が少なくなるよう道路配置を工夫する。

また、環境に配慮した夜間照明設備（ＬＥＤ等）の設置などにより、安

全・安心を確保する（図３３）。 

 

 
図３３ 街区形成による防犯対策 

保谷朝霞線

保谷志木線

関越自動車道

産業道路

水道道路

畑中公民館通り

黒目川

（仮称）新座中央駅

妙音沢

東久留米志木線

平林寺

野火止用水
睡足軒

緑の連続性の確保

■死角のある街区 ■死角のない街区
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「④創エネ、省エネ、蓄エネの推進」において、戸建住宅及びマンシ

ョンなどの住宅施設については、ＨＥＭＳ（ホームエネルギー管理シス

テム）を、医療施設、業務施設及び商業施設については、ＢＥＭＳ（ビ

ルディングエネルギー管理システム）を積極的に導入し、エネルギーの

見える化による住民の環境共生への参加意識の向上を図るとともに、ま

ち全体で省エネルギー、省ＣＯ２を実現する。 

また、エネルギーの地産地消を実現するため、太陽光発電設備や蓄電

設備を積極的に導入するとともに、医療施設、業務施設及び商業施設に

ついては、コジェネレーション（※）などの導入も検討し、まち全体で

創エネルギー、蓄エネルギーを実現する（図３４）。 

 

※ コジェネレーション 

   熱源より電力と熱を生産し供給するシステム 

 

 

図３４ 環境共生への取組 

業務施設

医療施設

マンション
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創エネ

省エネ・ＣＯ２

蓄エネ

HEMS

BEMS

BEMS

コジェネレーション

コジェネレーション
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  「⑤（仮称）道の駅「にいざ」の整備（コミュニティ形成の場）」及

び「⑥公・民・学連携によるまちづくりの環境整備」において、関越自

動車道にスマートインターチェンジを設置した周辺に、スマートインタ

ーチェンジと住宅地の緩衝帯となる道の駅施設を整備する。 

コミュニティ形成の場としての機能を併せ持つこの道の駅施設を利

用し、公（新座市等）・民（市民・企業）・学（大学）が連携した人材育

成、会議・講習などを通じ、環境共生、健康長寿、持続可能なまちに向

けた、住民の誰もが参加できるまちづくりの環境整備を行う（図３５）。 

 

 

図３５ 公・民・学連携のまちづくり 

 

 

  

公 民 学× ×

新座市等 市民・企業 大学

人口維持・増加社会を目指して・・・

人材育成、ワークショップ、会議・講習等
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３－⑹－イ 戦略２におけるまちづくりの施策 

「戦略２ 拠点性を高める道路ネットワークの構築」を実現するため

のまちづくりの施策を以下のとおり、４つ定めた（図３６）。 

 

 

図３６ 戦略２におけるまちづくりの施策 

 

「①（仮称）都市計画道路新座中央通線（１２号線の導入空間となる

駅前通り）の整備」においては、（仮称）新座中央駅周辺における交通

結節点としての機能を高めるとともに、まちのシンボルとなり、１２号

線の導入空間となる駅前通りを整備する。 

「②地区間を連携する道路の整備」においては、水道道路、産業道路

及び主要地方道保谷志木線といった既存道路に加え、都市計画道路東久

留米志木線及び都市計画道路保谷朝霞線が計画されているが、これだけ

では道路網が脆弱であることから、既存道路をいかすとともに、コント

ロールポイント（避けるべき建物など）を考慮した地区間を連携する道

路を計画的に配置する。 

「③駅前広場の機能分担（パークアンドライド等）」においては、（仮

称）新座中央駅の設置を踏まえ、南北に駅前広場を整備する。この駅前

広場については、１２号線の輸送需要の増加を目的とした、関越自動車

道との連携によるパークアンドライド（※）を実現させるための駐車場

を設けるとともに、多様な交通ニーズに対応するため、高速バスなどの

導入スペースも確保する。 

「④スマートＩＣ整備による広域交通網の形成」においては、パーク

アンドライドを実現するために必要なスマートインターチェンジ（下り

①（仮称）都市計画道路新座中央通線（１２号線の
導入空間となる駅前通り）の整備
②地区間を連携する道路の整備
③駅前広場の機能分担（パークアンドライド等）
④スマートＩＣ整備による広域交通網の形成

施 策
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線入口及び上り線出口のハーフインターチェンジを想定）を関越自動車

道に設置し、東京都心部から北関東方面へのスムーズなアクセス手段を

確保する。 

このアクセス手段確保により期待される効果としては、関越自動車道

新座料金所の慢性的な渋滞による目的地までの時間短縮効果減少の解

消、医療施設へのきめ細かいアクセスによる救急搬送などの時間短縮効

果、災害時に関越自動車道と、平成２３年３月１１日に起きた東日本大

震災発生後、都営線においていち早く復旧した、災害に強い地下鉄であ

る１２号線を連携させることで、広域的に人や物資を移動させる手段の

確保、商業・業務施設や観光地へのアクセス性向上による地域活性化、

さらに、関越自動車道の新規需要の掘り起こし効果も期待できる（図 

３７、３８及び３９）。 

なお、スマートインターチェンジの設置場所、構造及び実現可能性な

どについては、各関係団体で組織した「新座スマートＩＣの設置に向け

た調整会議」において引き続き検討していく。 

 

※東日本大震災発生時刻：１４時４６分 

図３７ 東日本大震災後の運行再開時刻 

  

線名 運行再開時刻 備考 

大 江戸 線 ２０時４０分（全線）  

三 田 線 ２１時１５分（三田～西高島平間） 翌日、全線運行再開 

浅 草 線 ２１時２０分（西馬込～浅草橋間） 翌日、全線運行再開 

新 宿 線 ２１時５８分（全線）  
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図３８ 広域交通・道路網計画 

既存道路

新設道路

平林寺

保谷朝霞線

保谷志木線

関越自動車道

産業道路

水道道路

畑中公民館通り

黒目川

（仮称）新座中央駅

駅前広場

妙音沢

東久留米志木線

野火止用水

新座料金所

パーク＆ライドの導入

駅前広場の一部に
パーク＆ライド用の
駐車場を整備

関越自動車道と１２号線
を連携させるため、ス
マートＩＣを設置し、広域
交通網を形成

睡足軒

１２号線

スマートＩＣ
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図３９ （仮称）新座スマートＩＣイメージ 

  

道の駅

保谷朝霞線

新座料金所

東久留米志木線

関越自動車道

産業道路

水道道路

既存道路

新設道路

ETC料金所

ETC料金所

下り線入口及び上り線
出口のハーフインター
チェンジを想定
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３－⑹－ウ 戦略３におけるまちづくりの施策 

「戦略３ 点在する観光資源との連携強化」を実現するためのまちづく

りの施策を以下のとおり、６つ定めた（図４０）。 

 

 

図４０ 戦略３におけるまちづくりの施策 

 

「①人を中心とした歩行環境の整備」においては、安全・安心な歩行環

境を確保し、まちの回遊性を高めるため、新設道路の整備だけでなく、歩

行者専用となる散策路を設置し、新たなウォーキングルートを整備する

（図４１、４２及び４３）。 

「②（仮称）新座中央公園の整備（憩い潤い拠点）」においては、まち

づくり構想区域中央部の斜面地（林）をいかした大規模公園を整備し、市

民などの憩いの場を提供するとともに、フィールドミュージアム強化のた

めの新たな見どころを整備する。 

また、この公園は、延伸地域周辺に点在している観光資源である平林

寺・野火止用水及び妙音沢・黒目川の中間地点にあることから、ウォーキ

ングの休憩地点として、ほっとできるスペースの創出も検討する。 

「③眺望を楽しめる場所の整備」においては、まちづくり構想区域中央

部の斜面地（林）を利用し、黒目川の桜堤を一望できる、眺望を楽しめる

場所を整備する（図４４）。 

「④（仮称）道の駅「にいざ」の整備（観光発信拠点）」においては、

ドライバーが立ち寄るトイレ・休息施設としての機能だけでなく、それ自

体が目的地になり、まちの特産物や観光資源をいかして「ひと」を呼び、

地域に「しごと」を生み出す核となる施設の整備を行う（図４５）。 

①人を中心とした歩行環境の整備
②（仮称）新座中央公園の整備（憩い潤い拠点）
③眺望を楽しめる場所の整備
④（仮称）道の駅「にいざ」の整備（観光発信拠点）
⑤来訪者にわかりやすい案内看板の設置
⑥体験型プログラムの充実

施 策
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図４１ 観光資源網計画 

既存道路

新設道路

安全・安心で誰もが
快適に回遊できる動
線を確保

平林寺

関越自動車道黒目川

（仮称）新座中央駅

妙音沢

東久留米志木線

野火止用水

（仮称）新座中央公園

桜並木

（仮称）道の駅「にいざ」

散策路の整備

睡足軒

スマートＩＣ
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図４２ 平林寺周囲の散策路整備工事の様子 
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【平林寺】
平林寺は、関東地方でも名高い
古刹の一つで、開山は当時鎌倉
建長寺の住持をしていた石室善
玖禅師です。開山当時は現在の
さいたま市岩槻区にありましたが、
寛文3(1663）年、川越藩主松平伊
豆守信綱の遺志を継ぎ、その子
輝綱によって野火止の地に移され
ました。
平林寺の寺域はとても広く、境
内林は約43ヘクタールあります。
国指定天然記念物に指定されて
いて、アカマツ林やコナラ・クヌギ
林が中心で、エゴノキやクマシデ
などの高木も見られます。とりわ
け紅葉は有名で、毎年秋が深まる
頃には境内林が真っ赤に染まり、
各地から多くの観光客が訪れます。

【野火止用水】
野火止用水は、野火止台地開
拓者の大切な飲料水として、承応
4(1655)年に、川越藩主であった
松平伊豆守信綱が家臣の安松金
右衛門に命じて玉川上水（東京都
小平市）から分水したものです。
現在、用水周辺には遊歩道が整
備されていて、自然を楽しめる貴
重な憩いの道になっています。全
長は約24㎞で、志木市宗岡の水
田を潤していました。
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図４３ 延伸地域周辺のみどころ 

【妙音沢】
市の南部、黒目川沿いの急斜
面の雑木林内に湧き出ている妙
音沢。環境省が所管する「平成の
名水百選」に選定されている清流
です。
また、妙音沢では、新種の桜が
発見され、名称を「妙音沢旗桜」と
言います。この桜は花びらの中に
雄しべが変形してできた「旗弁（き
べん）」が、多いもので5枚程度あ
り、白い花びらが二重についてい
るように見えるのが特徴です。

【睡足軒】
平林寺境内林の一部にあり、昭和
の大茶人松永安左ヱ門（耳庵）の屋
敷地だった睡足軒。秋には市の木
であるモミジが美しく、多くの人が訪
れます。

【黒目川沿いの桜堤】
平成の名水百選に選ばれた妙音
沢。この流れが黒目川と合流するあ
たりから西方向にかけて桜堤があり
ます。満開の桜は、新座の春の風
物詩とも言える光景です。
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図４４ （仮称）新座中央公園の機能１ 

 

 
図４５ （仮称）道の駅「にいざ」の機能１ 

（仮称）新座中央公園
（憩い潤い拠点）

① 斜面地（林）を利用した、眺望を楽
しめる場所の整備
② フィールドミュージアム※強化の
ための見どころづくり
例 美術館

③ ウォーキングの休憩地点として、
ほっとできるスペースの創出
例 カフェ

等

①

②

③

（仮称）道の駅「にいざ」
（観光発信拠点）

① インフォメーション・ガイド機能
② 地場産野菜等の直売所の設置
③ にんじんうどん打ち等の体験や交
流機会の提供
④ 無料公衆無線ＬＡＮの設置
⑤ ＥＶ充電スタンドの設置

等

① ②

③

④ ⑤
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「⑤来訪者にわかりやすい案内看板の設置」においては、新座市案内看

板デザインガイドラインに基づく案内看板を市内各地に設置しているが、

今後増加すると想定される外国人旅行者のために、多言語表示やピクトグ

ラム（絵文字）によるわかりやすい案内看板の設置を検討する（図４６）。 

 

 

図４６ 観光需要創出に向けた取組１ 

 

「⑥体験型プログラムの充実」において、ターゲットは休日のみならず

平日昼間の輸送需要が見込めるシニア層及び外国人旅行者などであるが、

特にシニア層をメインターゲットとする。 

シニア層の消費行動は所有価値（モノ）から使用価値（コト）に変化し

ている。 

このことから、時間・空間を楽しむため、積極的に睡足軒などの観光資

源を利用し、座禅、茶道、写経、農業体験及びウォーキングなど、心に残

る体験型プログラムを提供するとともに、新座市のファン、リピーターを

養成し、輸送需要の増加を目指す（図４７）。 

 

 

 

 

多言語表示やピクトグラム（絵文字）
によるわかりやすい案内看板を設置
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図４７ 観光需要創出に向けた取組２ 

  

新座市の歴史・文化・自然を、座禅、
茶道・華道、写経、農業体験、ウォー
キング等を通じて体感してもらう、体
験型プログラムを実施
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３－⑹－エ 戦略４におけるまちづくりの施策 

「戦略４ 安全・安心な防災ネットワークの構築」を実現するためのま

ちづくりの施策を以下のとおり、５つ定めた（図４８）。 

 

 

図４８ 戦略４におけるまちづくりの施策 

 

「①スマートＩＣ整備による緊急輸送網の形成」においては、３－⑹－

イ ④スマートＩＣ整備による広域交通網の形成で記述した広域交通網

を、災害時に東京都心から北関東方面を結ぶ、人や物資の緊急輸送網とし

て活用する。 

「②支援ネットワークの形成」においては、災害時に帰宅困難者の受入

れや、医療・食料・物資などの提供について、各関係団体と協定を締結し、

万全の支援体制を整える（図４９）。 

「③（仮称）新座中央公園の整備（防災活動拠点）」においては、３－

⑹－ウ ②（仮称）新座中央公園の整備（憩い潤い拠点）で記述した大規

模公園を、災害時に避難場所や災害備品の提供を行うなど、防災活動拠点

として活用する（図５０）。 

「④（仮称）道の駅「にいざ」（後方支援拠点）」においては、３－⑹－

ウ ④（仮称）道の駅「にいざ」の整備（観光発信拠点）で記述した道の

駅を、災害時に支援部隊が参集する場所や防災啓発のための情報の提供を

行うなど、防災活動拠点を補完する後方支援拠点として活用する（図５１）。 
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 図４９ 緊急輸送・支援網計画 

広域交通網を災害時には、
人や物資を輸送する緊急
輸送網として活用

災害時の支援ネット
ワークを形成

関越自動車道

既存道路

新設道路

黒目川

（仮称）新座中央駅

保谷朝霞線

スマートＩＣ

（仮称）道の駅「にいざ」

朝霞駐屯地

新座防災基地

（仮称）新座中央公園

商業業務施設
新座消防署

医療施設

商業業務施設

１２号線
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図５０ （仮称）新座中央公園の機能２ 

 

 

図５１ （仮称）道の駅「にいざ」の機能２ 

（仮称）新座中央公園
（防災活動拠点）

① 避難場所の提供
② 耐震性貯水槽の設置
③ 災害備品の備蓄

等

① ②

③

（仮称）道の駅「にいざ」
（後方支援拠点）

① 支援部隊が参集する場所の提供
② 電力等のバックアップ機能
③ 防災啓発のための情報発信

等

① ②

③
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「⑤自助・共助・公助の実現」において、災害時の自助・共助・公助の

スキームについては、新座市地域防災計画で担保されているが、これらを

更に強固なものとするため、自助として個別企業ＢＣＰ（事業継続計画）、

共助として地域が連携したＤＣＰ（地域継続計画）、公助として新座市Ｂ

ＣＰの策定を別途検討する（図５２）。 

 

 
図５２ 自助・共助・公助のスキーム 

  

地域が連携したDCPにより担保 新座市BCPにより担保

新座市地域防災計画により担保

個別企業BCPにより担保
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３－⑺ 土地利用方針の検討 

 土地利用の方針については、３－⑹－アで挙げた７つの要素である公

園・緑地、観光・交流、住宅、医療、広域交通、商業・業務及び文化・教

育を落とし込む各ゾーンに、必要な施設及び機能の集積を図る（図５３及

び５４）。 

 

大規模公園 

「観光都市にいざ」の玄関口としてふさわしい景観を作り出すために、

既存の斜面地（林）をいかし、周辺住民の憩いの場となるような大規模公

園を整備し、災害時には防災活動拠点として活用する。 

 

 観光・交流施設（道の駅） 

  スマートインターチェンジとの連携も考慮した観光・交流施設（道の

駅）を整備し、それ自体が目的地になり、まちの特産物や観光資源をい

かして「ひと」を呼び、地域に「しごと」を生み出す核となる施設の整

備を行うとともに、災害時には後方支援拠点として活用する。 

 

住宅 

自然に囲まれながら、災害に対して不安を感じることなく、職住近接の

暮らしが可能な環境共生型の質の高い住宅地を形成する。これにより居住

希望者が増加し、より多くの輸送需要が生まれることが期待できる。 

 

 医療施設 

延伸地域を含む埼玉県南及び多摩北部の地域において不足している医

療施設（第３次救急医療機関など）を誘致する。これにより、平常時は当

該地域の住民の安全を守るとともに、災害時はスマートインターチェンジ

（関越自動車道）の設置によって形成される緊急輸送網の活用により、東

京都心から北関東方面などに至る広域において、命を守る医療拠点となる。 

 

スマートインターチェンジ 

広域的なアクセスの強化のため、関越自動車道にスマートインターチェ

ンジを設置し、１２号線と連携した広域交通網を形成するとともに、災害

時には、この広域交通網を緊急輸送網として活用する。  
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商業・業務施設 

各種イベントなどを開催できるイベントスペースを備えた環境に配慮

した商業・業務施設を誘致し、幅広い年齢層の人達が行き交うにぎわいの

あるまちなみを創出するとともに、職住近接を実現する地域の雇用機会の

創出も行う。これらにより市外からの鉄道利用者を取り込むことが期待で

きる。 

 

 教育施設 

大学（特に医療系大学）などの教育施設を誘致する。若い人達が集まる

ことで躍動感に満ちたにぎわいのあるまちなみが創出され、多くの学生及

び学校関係者が鉄道利用者となって安定的な輸送需要が見込まれる。 

 

農地 

日帰り型のグリーンツーリズム（※）の場として、集約した農地（生産

緑地及び都市農地）の一部で農業体験ができる環境整備を検討する。 

また、学校教育による利用や生産を通じて、児童・生徒に地産地消や食

育の大切さを伝える教育の場としての利用も検討する。 

 

※ グリーンツーリズム 

農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動 

 

車両基地 

  １２号線の延伸が実現した場合には、これに伴う車両の増備により、

点検整備などを行う車両基地が必要となることから、この用地を確保す

る。 
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図５３ 土地利用計画図 

既存道路

新設道路

住宅

中学校

道の駅

医療施設

車両基地

教育施設

約14ha

約3ha

約4ha

約3.5ha

約8.5ha

約4ha

約4.5ha

約4ha

約3ha 約5ha

約3ha

約9ha
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図５４ まちづくり構想図 
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第４章 まとめ及び今後の課題  
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４－⑴ まとめ及び今後の課題 

本構想では、『誰もが住みやすいと感じる、「快適都市」の創造』及び

『歴史・緑・水と触れ合う、「観光都市」の創造』というコンセプトの下、

自然を中心とした地域資源に囲まれながら、災害の影響を受けにくい都市

特性から安心して暮らせ、そして１２号線の延伸によって都心まで快適に

アクセスできる“理想のまち”を描いてきた。 

また、「延伸地域の都市特性」に着目し、これを「１２号線の延伸」と

融合させることで、『広域的な防災活動拠点となる、「防災都市」の創造』

というコンセプトも掲げ、１２号線と関越自動車道をスマートインターチ

ェンジで結節し、災害時における緊急輸送網を構築することを考えるとと

もに、延伸地域近傍の陸上自衛隊朝霞駐屯地や埼玉県新座防災基地との連

携により、延伸地域が東京都心部、多摩北部、埼玉県南部などを含めた広

域を対象とした防災活動拠点となることも考えた。 

今後は、まちづくり構想の実現を確実なものとするために、引き続き地

元住民とのコミュニケーションを図りつつ、新たなまちづくり及び１２号

線延伸の実現に向けた機運を醸成するとともに、関係機関と協議・調整を

重ね、延伸地域が具備する広域的都市機能を更に明確にしていくことが必

要である。 

平成２７年度に予定されている交通政策審議会の答申を見据え、上記の

取組を着実に進め、国や東京都、埼玉県に対して「延伸地域の都市特性と

１２号線の延伸の融合」がもたらす社会的意義について訴えていくととも

に、当該答申において整備すべき路線と位置付けられた際にも、鉄道整備

とまちづくりの双方を速やかに推進できる体制構築への準備が必要不可欠

である。 

これらの課題に対する具体的な取組を次頁に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 72 - 

  

４－⑵ 今後の具体的な取組 

 

①新たなまちづくりの機運醸成 

１２号線延伸に向けた新たなまちづくりへの理解を深めていただくた

め、ＰＲビデオの作成や説明会などを実施するとともに、引き続き１２号

線延伸に関するチラシの配布などを行い、新たなまちづくりの機運を更に

醸成する。 

 

②まちづくりの中心となる施設、企業などの誘致 

本構想で盛り込んだ施設については、アンケート調査やヒアリングなど

によりニーズを把握してきたが、引き続き「医療施設」、「教育施設」及

び「商業施設」を中心に、ヒアリングを行う。 

 

③まちづくり及び１２号線延伸に関する関係機関との調整 

本構想で示した内容には、延伸地域の市街化区域編入など、埼玉県との

協議を要する事項があるため、その調整を進めていく。 

また、まちづくりは鉄道整備と一体的に行うものであることから、鉄道

の整備主体・運営主体などについて関係機関などと協議・調整を進め、ま

た働き掛けを引き続き行う。 

 

④「まちづくり構想」及び「１２号線延伸に関する調査研究」の深度化 

①から③までの取組を進めながら、ここで示したまちづくり構想を必要

があれば更新していく。また、都市高速鉄道１２号線延伸促進協議会及び

都市高速鉄道１２号線延伸促進期成同盟会で実施した調査研究では、１２

号線の延伸が事業費に見合った便益以上の社会的効果があるとの結果と

なったが、事業費の圧縮についても検討を進めるなど、更に調査研究を深

度化させていく。 

 

⑤まちづくり及び１２号線延伸に必要な事業費の確保 

まちづくり及び１２号線延伸に必要な事業費については、今後の財政状

況を見据えた上で計画的に確保していく。 

なお、新座市都市高速鉄道１２号線建設促進基金への積み立ては、平成

２４年度からの３年間で約１０億円に迫る額となっている。 
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⑥１２号線延伸に関する要望活動の継続 

１２号線延伸に関する要望活動については、新座市都市高速鉄道１２号

線延伸促進期成同盟会や都市高速鉄道１２号線延伸促進協議会を通じて、

国や東京都、埼玉県に対して実施してきた。 

交通政策審議会次期答申を間近に控えていることも踏まえ、今後ともこ

れら関係機関に要望を積極的に行っていく。 

  



- 74 - 

  

  



- 75 - 

  

 

 

 

 

 

 

地下鉄１２号線の延伸実現に係る 

新駅周辺地区におけるまちづくり構想 

 

発行日 平成２７年３月 

発 行 新座市 

編 集 新座市企画財政部地下鉄１２号線延伸促進室 

    〒352-8623 新座市野火止一丁目１番１号 

    ☎048(477)1111 


